
産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年 6月  27日

大分県知事  広瀬 勝貞 殿

提出者

住 所

氏 名

福岡県福岡市博多区下川端町11

フジタ道路株式会社 九州支店

執行役員 支店長  田 中 宏 治
092-281-0223電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和4年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 フジタ道路株式会社 九州支店

事 業 場 の 所 在 地 福岡市博多区下川端町11 明治通リヒ
゛
デネスセンターヒ

ヾ
ル本館 3F

事 業 の 種 類 総合建設業

産業廃棄物処理計画における

計   画   期   間 令和
4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

オ,F 出
旦
塁 1,000 t 全 処 理 委 託 量 1,000  t

自 ら再 生 利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

t
優良認定処理業者への

t
処 理 委 託

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

t
再 生 利 用 業 者 へ の 1,000  t
処 理 委 託

自ら中間処理により減量する
t
認定熱回収業者への t

産 業 廃 棄 物 の 処 理 委 託

立 処 分 又 は 認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処  理  委  託  量
海 洋 投 入 処 分 を行 う t t

産 業 廃 棄 物 の

※事務処理欄

様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 ) が多沙♂ど

(日 本工業規格 A列 4番 )



画 の 況 (産業廃棄物の種類 れ

実績値

581.41

581 41

581.41

項 目

①排出1玉

② +⑤ 白らil卜生利用を
行つたよ止

⑤自ら熟回収を行つたtと

Э白ら中問処コ,■にえり減
lた した J、

③+③ 白ら猟!立処分又は
イ1ナ洋投入処分を行つた kヽ

⑩ハヒ処理参 l毛批

③優良認定処理業をへの
処理委託訛

⑫再生利用業者への処理
委託hセ

①熟回収認定業者への処
コl参託it

①熟回収1怒定柴者以外の
少九回収を行 う業者への処

'1参
託 ht

⑩の うち熟回収認定

業者以外の

熱回収を行 う栄者
への処Fヒ委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理参fモ量

581.41⑫

⑩のうち熱[1収認定
災者への処理委託量

⑮

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中問処理 した後

再生利用 した量

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

直接及び自ら
中間処理した後の
処理委託量

581.41

自ら中間処理 した

後の残さ量

⑥

自ら中間処理によ

り減監した監

⑦

した量

④

を行つた量

⑤

再生利用 した

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量排   出  量

581.41①

有 償 物 量

不要物等発生量

（淋

Ｎ
酬
）



の (産業廃棄物の種類

実績値

25.06

25,06

25,06

項 目

①ll卜出とと

②+③ 自らFl,生利用を
行った hセ

⑤自ら熱回収を行つた量

O白 ら中1問処FIに rkり 減
hとしたL`

③+◎ 白ら4!立処分又は
lサ lテ洋投入処分を行つたit

⑩全処理委託特t

Эイょ良認定処兇業イヘの
処)i「参託 とヽ

9再生利用来者への処H!
委託hモ

③熟[11又 1怒定業者への処
n参託iI

④熟日lじ〔認定業者以外の
然11]収 を行う業者への処
電!委託ht

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

25 06②

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者への処理参推量

⑭

⑩のうち熟回収認定
業を以外の

熟回収を行う業者
への処理委託訛

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

25.⑩

③

自ら中間処Flした後

再生利用 した量

自ら中問処理 した

後の残さ量

⑦

白ら中問処理によ

り減「とした氏を行つた量

⑤

再生利用 した量

②

③

白らr,接埋立処分又は

rfナ洋投人処分 した11

した量

25,

出

有 償 物 量

不要物等発生量

ξ

（消

Ю
酬
）



の 本 く

実績値

2.59

2.59

2 59

項 目

①りF出故

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熟回収を行ったlよ

〇白ら中‖〕処】ヨに
`二
り減

!たしたlk

③十◎白ら埋立処分又
海洋投入処分を行 つた

イま

量

D全処4委託五

D優良認定処Jl業者への
処,世委 ,こ l士

② ll生利用来者への処コと
参託ht

⑭熱回収認定業者への処

耳生委託 ht

⑭熱値]収認定来者以外の
黙回収を行う業者への′たI

H!参 :毛 ht

2.

⑩のうち再生利用
業者への処理委託比

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託キ盈

⑬

⑩のうち熟回収認定

業者以外の

熟回収を行 う業者
への処

'世

委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理 した後

自ら理立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及び自ら
中間処理した後の
処理委託量

自ら中問処理 した後

再生利用 した量

⑥

自ら中間処理 した

後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

⑦

を行つた量

⑤

再生利用 した量

②

③

白ら l了接埋立処分又は

イll洋投入処分した量

した量

2.5

出

有 償 物 量

不要物等発生量

′ び

（韻

Ｎ
酬
）


